
【業務内容】

１ 包括的支援事業

（１） 総合相談支援業務
地域の高齢者が住み慣れた地域でその人らしい生活を継続できるよ
うに、総合相談、実態把握等で必要な支援を把握し、適切なサービスや
機関、制度等の利用につなげる支援を行うとともに、地域の関係機関と
のネットワークの構築を図る。

（２） 権利擁護業務

権利擁護の視点に基づき、「日常生活自立支援事業」、「成年後見制
度」の活用のための支援を行うほか、高齢者の虐待防止、消費者被害
防止のために関係機関との連携・協力に努めるとともに、必要な知識
の普及啓発等を行う。

（３） 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

高齢者一人一人の状況に応じ、様々な支援を組み合わせ、継続的に
フォローアップするため、医療機関、ケアマネジャーとの連携や、地域
を基盤とした在宅と施設の連携を図り支援体制を構築する。

（４） 介護予防ケアマネジメント業務（第1号介護予防支援事業）

要支援認定者及び事業対象者に対し、介護予防及び日常生活支援を
目的として、その心身の状況、置かれている環境等に応じて、その選択
に基づき、適切なサービスが包括的かつ効果的に提供されるよう必要な
援助（ケアプラン作成含む）を行う。

２ 指定介護予防支援業務

予防給付の対象となる要支援認定者に対し、その心身の状況、その置
かれている環境等を勘案し、ケアプランを作成するとともに、適切なサー
ビスが提供されるよう必要な援助を行う。

【目的】

地域の高齢者に対し必要な介護予防サービスが提供されるための適
切な介護予防ケアマネジメントを実施するとともに、地域のネットワークの
構築や、権利擁護を含む総合的な相談支援の実施、高齢者の状態変化
に対応した長期継続的な包括的・継続的ケアマネジメントの支援を行い、
地域の高齢者の心身の健康維持や保健・福祉・医療の向上を図ること及
び地域包括ケア体制の構築を図ることを目的とする。

【これまでの経緯】

平成18年度の地域支援事業の創設に伴い、17ヵ所に設置。その後、高
齢者人口の増加に合わせて、平成22年度に4ヵ所、平成25年度に6カ所
の増設を行い、現在は市内27ヵ所の設置。また、平成30年度、南区の2ヵ
所において受託法人が変更となった。

【対象者】

65歳以上の高齢者及びその家族、地域福祉関係者、介護サービス事
業者等

【設置状況】

12法人（社会福祉法人：7、医療法人：5）に委託し、全市に27か所設置。

【配置職員】

常勤・専任の専門職員として、保健師、社会福祉士、主任介護支援専
門員をそれぞれ１名以上組み合わせて配置。１センターあたりの配置人
数は担当する地域の高齢者人口等に応じて年度ごとに決めており、令和
３年度の１センターあたりの専門職員の配置人数は６～13人であった。専
門職員のほかに、事務職員1名、その他介護予防ケアマネジメント業務及
び指定介護予防支援業務のみを行う指定介護予防支援担当職員を各セ
ンター任意で配置している。

令和元年度より、センター長の配置を義務付けている。
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（１）総合相談支援業務

（単位：件）

【相談者区分】 （単位：件）

○コロナ禍で一時的に相談件数が減少したが、その後は増加
に転じている。特に令和４年度の相談件数は前年度比約1.2
倍に増加しており、伸び率が著しい。

○相談者別の割合は、「家族・親戚」が最も多く「本人」と
合わせて全体の70％を占めている。次に「医療機関」が
10％と多く、例年と同様の傾向であった。

○相談内容は、「介護サービスの利用希望」が最も多く「介
護保険制度・サービス」と合わせて全体の63％を占めてお
り、例年と同様の傾向であった。

○対応結果としては、情報提供等により初回相談で終了と
なったケースが46％で、残り半数以上は継続的な支援（介
護予防ケアマネジメント等の利用契約を含む）が必要と
なっている。相談の内容が複雑化、課題が複合化しており、
継続的な支援を要する事例が年々増加している。

【相談内容（重複あり）】 （単位：件）
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１．令和４年度地域包括支援センターの活動実績

※介護支援専門員からの相談を除く。
（（3）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務で計上。）
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【総合相談件数】



（２）権利擁護業務
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○権利擁護が必要な高齢者の早期発見・早期対応に向けた普及啓発として、研修・講話の他、チラシ配布等により幅広く地域住
民・関係機関への情報提供活動を継続して実施している。

○権利擁護に関する利用支援延件数は近年増加傾向にあったが、令和4年度は令和2年度並みに減少に転じた。令和４年３月に
設置された札幌市成年後見推進センターと連携・役割分担を行い支援を行っている。

○高齢者虐待について、相談受理件数は微増の傾向にある。地区組織や関係機関と連携し、必要な相談が入るよう普及啓発を継
続しており、また、相談受理後は実態把握訪問等の必要な対応を迅速に行っている。
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（３）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

【介護支援専門員 相談支援・ネットワーク構築等支援数（延数）】
（単位：件）

（単位：件） 【介護支援専門員対象の研修会等開催状況】【介護支援専門員 相談支援の内容（延数）】

（回）

○介護支援専門に対する相談支援・ネットワーク構築等支援
数は増加傾向である。

○相談支援の内容では、例年通り、介護保険制度・サービス
等に関する「情報提供」が最も多く全体の55％を占めてお
り、残りは「実態把握調整」等の継続支援を要する対応と
なっている。

〇介護支援専門員を対象とした研修会等の開催状況について
は、コロナ禍で集合研修が困難であったことから令和２年
度は開催回数及び参加人数は減少したものの、以降はコロ
ナ禍前を上回る実績に回復している。
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※支援方法の内訳はＲ２から項目追加

※情報提供の内容：介護保険制度、保健福祉サービス、
インフォーマルサービス、
成年後見制度 等
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（４）介護予防ケアマネジメント業務及び指定介護予防支援業務
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○運営方針にて、専門職員及び指定介護予防支援担当職員
のケアプランの担当上限数を設定

専門職員：40件以下/人（上限）
指定介護予防支援担当職員：78件/人（目安）

○職員一人当たりの平均ケアプラン数は、上限以下を維持。
なお、やむを得ず、上限数を超えている職員がいる場合
は、センターごとに是正に向けた取組を実施している。

○プラン作成数はコロナ禍によるサービス利用控えにより、
令和２年度は減少。令和３・４年度は増加しているが、
コロナ禍以前より緩やかな伸びである。

〇プラン作成の再委託率はほぼ横ばいであり、再委託の受
け入れが可能な居宅介護支援事業所を探すことが困難な
状況が継続している。
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（１）収入

（２）支出

委託料
（51.5％）

担当地区の高齢者人口等に応じて配置する専門職
員の人員数に応じた人件費、事務職員（１人）の人件
費、活動費、管理費、個別地域ケア会議開催経費、
生活支援コーディネーター連携費等

ケアプラン報酬
（48.1％）

要支援者及び事業対象者のケアプラン作成に伴う収
入

その他
（0.3％）

住宅改修申請に伴う意見書の作成報酬、講師謝金、
認知症初期集中支援推進事業委託料等

委託料, 
1,396,240 

ケアプラン報酬, 
1,304,503 

その他, 9,083 

委託料

ケアプラン

報酬

その他

収入総額
2,709,826千円

（単位：千円）

人件費
（75.7％）

専門職員・指定介護予防支援担当職員・事務職員の
俸給、諸手当、法定福利費

管理費
（7.5％）

事務所等賃貸料、光熱水費、事務機器経費、システ
ム等IT関連経費、セキュリティ等役務費、その他経費

再委託費
（10.7％）

要支援者及び事業対象者のケアプラン作成の再委
託にかかる経費

職員活動費
（4.5％）

通信費、旅費、車両費、需用費（物品購入、印刷経費
等）、事業開催経費、研修経費等

その他
（1.6％）

交際費、職員採用仲介手数料等

収支差額（収入－支出） 6,772千円

（単位：千円）

人件費, 
2,045,327 

管理費, 
201,856 

再委託費, 
289,600 

職員活動費, 
122,318 

その他, 
43,953 

人件費

管理費

再委託費

職員活動費

その他

支出総額
2,703,054千円
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２．令和４年度地域包括支援センターの収支状況

※執行率99.8％



１．目的
介護保険法の理念に基づき、介護予防支援業務及び介護予防ケアマネジメントが本人の自立支援に資するものとなるよう、また、中立・公正
にサービス提供事業者の選択がされるよう、確認及び指導・助言を行う。

２．実施概要及び実施結果
ア 介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの適正指導
各区保健福祉課で設定した抽出要件に基づき各地域包括支援センターあたり２件（直営ケアプラン１件、再委託ケアプラン１件）以上のケア
プランを各区に提出する。区は提出されたケアプランをもとに、各地域包括支援センターに出向き、指導及び助言等を行う。

イ ケアプランに位置付けられた割合が最も高い法人とその占有率の確認
令和５年３月分のケアプランについて下記を確認。
① 訪問型サービス、通所型サービス、福祉用具貸与を位置づけた

ケアプランうち、件数が最も多い法人と、当該法人の運営する介
護サービス事業所を位置付けた割合（占有率）

② 再委託した居宅介護支援事業所について、最も多く再委託した
法人と、その占有率

③ 自法人が運営する居宅介護支援事業所に再委託した場合の
占有率

【実施結果】
指摘事項があったセンターは、７センター。指摘件数は、28件。指摘内容の主なものは、下記のとおり。

● 利用者基本情報について、随時情報を更新し、アセスメントやケアプランに反映させること。
● アセスメントを丁寧に行い、本人の自立を最大限引き出すことをケアプランに反映すること。
● 本人以外の家族や支援者の健康状態等も踏まえ、家族としてもアセスメントも実施すること。
● 目標が未達成の場合、要因の分析や改善策等について検討を行うこと。
● モニタリングについて、目標達成の評価やケアマネジャーの判断を明確に記載すること。
● 医療サービスをプランに位置付ける場合は、利用者の同意を得て主治の医師の意見を求めること。

サービス種別
一事業所における
占有率（平均）

訪問型サービス 16.1％

通所型サービス 21.2％

福祉用具貸与 17.7％

居宅介護支援事業所（再委託） 10.5％

包括受託法人の居宅介護支援事業所（再委託） 7.4％
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３．令和４年度介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに係る適正指導

【実施結果】
一事業所における平均占有率は、運営方針において50％を上限として設定。全ての項目で上限を下回っており、全センターで事業者の選択は
公正・中立に行われていることを確認。引き続き公正・中立性を確保した事業運営について徹底していく。



４．令和４年度地域包括支援センター運営事業に係る評価事業

8

５ 活動目標を全て達成し、全ての取組項目で、他センターの模範となる取組があった。

４ 活動目標を全て達成し、一部の取組項目で、他センターの模範となる取組があった。

３ 活動目標を全て達成した

２ 活動目標が一部未達成だった。

１ 活動目標が全て未達成だった。

○ 各地域包括センターの事業が要綱・要領・運営方針等に基づき適正に運営されて

いるかを確認することを目的に各センターにおける自己評価と各区役所による

確認（評価）を実施している。

○ 評価項目は地域包括支援センターセンター運営方針に基づいており、自己評価と

確認を通して把握した課題等の改善策を検討していくこととしている。

【達成度の考え方】

基準点

センター名

自己評価
区保健福祉課による

総合評価

取組項目１ 取組項目２ 取組項目３ 取組項目４

各項目の平均 各項目の平均総合相談窓口としての
機能強化及び権利擁
護支援体制の充実

包括的・継続的ケア
マネジメント支援の強
化

自立支援・重度化防止
の推進に向けた地域
ケア会議の促進

自立支援に資する介護
予防ケアマネジメントの
実施及び規範的統合

中央区第１地域包括支援センター 3 3 4 3 3 4

中央区第２地域包括支援センター 4 3 3 4 4 4

中央区第３地域包括支援センター 3 4 3 3 3 3

北区第１地域包括支援センター 3 3 3 3 3 3

北区第２地域包括支援センター 3 4 3 3 3 3

北区第３地域包括支援センター 3 4 3 4 4 4

東区第１地域包括支援センター 3 3 3 3 3 3

東区第２地域包括支援センター 4 3 3 4 4 4

東区第３地域包括支援センター 3 3 3 3 3 3

白石区第１地域包括支援センター 5 5 4 5 5 5

白石区第２地域包括支援センター 3 3 3 3 3 3

白石区第３地域包括支援センター 4 3 4 4 4 5

厚別区第１地域包括支援センター 4 3 4 3 4 4

厚別区第２地域包括支援センター 3 3 3 3 3 4
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【評価結果を踏まえて】

○ いずれのセンターにおいても概ね活動目標を達成できている。

○ 活動目標を達成している項目については、地域課題や高齢者の支援ニーズを把握しながら、関係機関と連携して効果的な支援が実施されるよう取り組んで

いく。

○ 一部の項目について十分な成果が得られていないセンターがあるが、該当項目については達成できなかった原因や課題を分析し、適切な事業が実施される

よう、取り組んでいく。

センター名

自己評価
区保健福祉課による

総合評価

取組項目１ 取組項目２ 取組項目３ 取組項目４

各項目の平均 各項目の平均総合相談窓口として
の機能強化及び権利
擁護支援体制の充実

包括的・継続的ケアマ
ネジメント支援の強化

自立支援・重度化防
止の推進に向けた地
域ケア会議の促進

自立支援に資する介護
予防ケアマネジメントの
実施及び規範的統合

豊平区第１地域包括支援センター 2 3 3 3 3 3

豊平区第２地域包括支援センター 3 3 4 3 3 3

豊平区第３地域包括支援センター 3 3 3 3 3 3

清田区第１地域包括支援センター 3 3 3 4 3 3

清田区第２地域包括支援センター 3 3 4 3 3 4

南区第１地域包括支援センター 3 3 3 4 3 3

南区第２地域包括支援センター 4 4 4 4 4 4

南区第３地域包括支援センター 3 4 3 3 3 4

西区第１地域包括支援センター 3 4 4 4 4 4

西区第２地域包括支援センター 4 3 3 4 4 4

西区第３地域包括支援センター 3 3 3 3 3 4

手稲区第１地域包括支援センター 3 3 4 3 3 3

手稲区第２地域包括支援センター 3 3 3 3 3 3

全センター平均 3 3 3 3 3 3



５．令和４年度運営方針で示した取組項目の実施内容

（１）総合相談窓口としての機能強化及び権利擁護支援体制の充実 ①
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介護サービス未利用者への支援

取組例

⚫ 全てのサービス未利用者にアプローチを実施し、アプローチの翌月に地
域の介護予防活動やインフォーマルサービスにつながったか確認。（豊
平区第３包括）

⚫ サービス未利用者のうち認定の更新時期の方及びコロナの影響でサー
ビス利用を休止中の方に対してアプローチし、地域の介護予防活動やイ
ンフォーマルサービスの活用について提案。（清田区第２包括）

⚫ サービス未利用者のうち、前期高齢者かつ整形疾患が要因で介護保険
を申請した認定者全件に対して、地域の介護予防活動やインフォーマル
サービスを紹介。（手稲区第１包括）

⚫ Googleマップを用いて地区毎の社会資源等の整理を実施し、情報提供
の際に活用。（清田区第２包括）

結果

⚫ アプローチを行ったことにより、必要な方が地域の介護予防活動やイン
フォーマルサービス、短期集中予防型訪問指導につながった。

⚫ 必要のない方が認定の更新を行わず、必要時に相談していただくことと
なった。（お守り認定の終了）

⚫ 現状ではアプローチすることが望ましい方全てに対しては支援すること
ができていないため、対応を強化する必要がある。

今後に向けて

令和５年度より、サービス未利用者への支援を行う専門職員「フレイ
ル改善マネジャー」を配置するモデル事業を実施。（北区３センター）
令和６年度は配置区を拡大予定。

家族介護者支援の強化

取組例

⚫ スーパーで毎月１回介護相談会を開催。（中央区第３包括）
⚫ 働く介護者やダブルケアの方などがセンター開設時間外でも相談ができる
うよう、ホームページ上に相談フォームを作成。また、フォームに直接アクセ
スできるQRコードを作成し、広報誌に掲載し全戸回覧等により周知。（西区
第３包括）

⚫ 男性介護者を早期相談につなげられるよう、町内会や福まち、民事協と男
性介護者の相談傾向について共有。また、男性介護者が利用する理容室
等へ相談先の周知を実施。（東区第２包括）

⚫ 介護に関する情報を掲載した「介護者通信」を発行し、関係機関と連携して
介護者に広く配布。（厚別区包括）

結果

⚫ 相談内容の分析結果等を元に家族介護者のニーズをとらえ、それに基づき
効果的な取組を行うことができた。

⚫ 地域の関係機関とも連携し、家族介護者支援に必要な知識の習得や対応
のスキルアップを図ることができた。

⚫ 相談先の周知により、家族介護者からの相談数が増加した。

今後に向けて

⚫ 今後も家族介護者が抱え込まず、早期に相談できるよう、また、ニーズに
応じた対応を行うことができるよう、地域の関係機関とも連携しながら取組
を継続する。

⚫ センター開設外でも相談ができるよう、電子メール等を相談手段として活
用していく必要がある。

• 地域に住む高齢者等に関する様々な相談を一旦全て受け止め、必要に応じて地域包括支援センターの各業務につなげる。または、適切
な機関と調整し確実に引き継ぐ。

• 総合相談、介護サービス未利用者へのアプローチ等の相談支援の際は、自立支援の考えに基づき積極的に地域の介護予防活動やイン
フォーマルサービスにつなげる。

• 様々な機関と連携し、家族介護者及び高齢者の権利擁護の支援体制を充実する。



（１）総合相談窓口としての機能強化及び権利擁護支援体制の充実 ②

地域における認知症高齢者への支援の体制強化

取組例

⚫ 認知症について地域住民や様々な機関への普及啓発及び認知症サポー
ターの養成等により、地域における認知症高齢者の見守り体制が強化さ
れている。

⚫ 認知症サポーターの養成は進んでいるが、活動意欲のあるサポーターの
活動の機会が十分ではない。

⚫ 地区地域ケア会議後に「見守りサポーター」が発足され、その後認知症サ
ポーター養成講座及びフォローアップ講座を開催し、地域において心配な
高齢者を見かけたときの声かけ等の実践練習を実施。（厚別区第２包括）

⚫ 区内の介護サービス関係機関で構成されている「オレンジミーティング」に
おいて、認知症高齢者やその家族への支援に係る課題を共有し、課題解
決に向けて検討を継続。その取組において、認知症サポーターが気軽に
取組める活動についてリーフレットを作成。サポーターに配布予定。（手稲
区第１,２包括）

⚫ 地域住民と連携して徘徊模擬訓練を実施し、認知症高齢者の疑似体験
や対応についてのグループワーク等を実施。（東区第２包括）

⚫ 小学生とその親世代に認知症高齢者についての理解を促すことを目的に、
キッズ対象認知症サポーター養成講座を開催。警察にも協力してもらい、
声かけ訓練も実施。（厚別区第２包括）

今後に向けて

⚫ 地域での支援体制を強化するため、認知症の方や家族のニーズと認知
症サポーターの支援をつなぐ仕組を構築する必要がある。

結果

総合相談支援の充実

取組例

⚫ ケース支援について、担当者個人ではなくセンターとして組織的に管理・判断
を行うことができる体制が維持・強化された。

⚫ センターの周知を強化したことで総合相談件数が増加。

⚫ 自立支援・重度化防止や家族介護者支援、権利擁護の視点に基づいた支援
となっているかについて、相談受付時及びセンター内の各種会議においてダ
ブルチェックを実施。（東区第２包括）

⚫ 自立支援・重度化防止や家族介護者支援、権利擁護等にむすびつけた好事
例を職員で共有し、相談対応力の向上を図る。（厚別区第２包括）

⚫ インフォーマルサービス等について情報提供を行った事例について、毎月担
当職員が複数人で相談受付票を確認し、再アプローチの必要性を検討の上
支援を実施。（東区第１包括）

⚫ 集合住宅管理組合、薬局、金融機関等にチラシを配布してセンターの周知を
行うとともに、地域における見守り体制の強化を実施。（中央区第１包括）

⚫ チラシの全戸回覧、スーパー等におけるチラシやポケットティッシュの配布及
び町内会未加入の集合住宅への個別配布、市営住宅へのポスター掲示等
により、相談先の周知を実施。（厚別区第１包括）

今後に向けて

⚫ 課題が複雑化、複合化した内容の相談が増加しているため、今後も取組を
継続して、職員の相談対応スキルの向上を図るとともに、組織として対応す
る体制の維持・強化も行う。

結果

令和６年度より、支援ニーズと認知症サポーターをつなぐ「オレンジ
コーディネーター」として専門職員を配置するモデル事業を実施予定
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（１）総合相談窓口としての機能強化及び権利擁護支援体制の充実 ③
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高齢者の権利擁護に関する普及啓発及び関係機関との連携強化

取組例

⚫ 高齢者虐待防止に関する地域関係者向けリーフレット・クリアファイルを作成。
民生委員、福まち、町内会、地域住民に配布して普及啓発を実施。（東区第２
包括）

⚫ 高齢者虐待防止啓発目的のステッカーを作成し、公共施設のトイレに貼り周
知。（白石区第１,２,３包括）

⚫ 警察署と合同で、ATM設置のスーパーにおいて特殊詐欺防止の街頭啓発を
実施。（厚別区第１包括）

⚫ 居宅介護支援事業所向けの勉強会を弁護士を交えて実施。弁護士への早
期相談につながるよう、包括から弁護士への相談事例を用いて、実際の支
援の流れを紹介。（清田区第１包括）

⚫ 知識の習得及びネットワーク構築を目的に、成年後見制度をテーマに権利擁
護勉強会を開催。弁護士会、成年後見推進センター、居宅介護支援事業所
等が参加。（豊平区第２包括）

⚫ 弁護士会、消費者協会等と連携し、消費者被害防止ネットワーク会議を開催。
各機関から最新の詐欺被害の情報を得て、その内容をニュースとして発行し、
サービス事業所に周知。（白石区第２包括）

今後に向けて

結果

⚫ 様々な関係機関と連携し、高齢者の権利擁護に向けてのネットワークを強
化することができた。

⚫ 相談内容に応じて関係機関と連携を図り、課題解決に向けた支援を実施
することができている。

⚫ 今後もネットワークを生かし関係機関との情報共有・対応力強化に努める
とともに、地域住民に必要な情報を広く周知していく。

高齢者虐待防止啓発ステッカー

高齢者虐待防止啓発クリアファイル

特殊詐欺被害防止街頭啓発



（２）包括的・継続的ケアマネジメント支援の強化 ①

介護支援専門員のニーズに基づく支援

取組例

結果

⚫ 地域の関係者と連携を図りたいという介護支援専門員のニーズに応える
ため、民生委員と介護支援専門員との合同で事例検討会を実施。（北区
第３包括）

⚫ オンラインツールを活用し、介護支援専門員同士が情報交換や気軽に相
談できる環境を構築。（白石区第１包括）

⚫ 介護支援専門員が地域の社会資源を活用できるよう、介護支援専門員の
意見交換会において、包括が集約しているインフォーマルサービスの一覧
や生活支援コーディネーターが管理しているサイトについての情報提供、
介護予防センターの業務説明を実施。（厚別区第１包括）

⚫ 介護支援専門員からの相談ケースの傾向分析をした結果、精神疾患を有
する事例の対応に苦慮していることを把握したため、精神科医師を講師に
精神疾患についての研修会を開催。事例検討も実施し、医師より助言をい
ただいた。（厚別区第２包括）

⚫ 介護支援専門員のニーズは多岐にわたるため、今後も様々な機会を利用
してニーズや課題を把握し、ニーズに基づく実践力向上に向けた取組を
継続する必要がある。

⚫ より多くの介護支援専門員が研修等に参加してもらえるように取り組み、
地域全体の介護支援専門員の実践力向上につなげる必要がある。

今後に向けて

⚫ 介護支援専門員からは、日々の業務に生かすことができる等と反応があり、
実践力向上につながっている。

居宅介護支援事業所の主任介護支援専門員との連携

取組例

⚫ コロナ禍で活動が停滞している自主組織「主マネの会」（区内主任介護支
援専門員有志の会）の活動が再開できるようバックアップ支援を実施。（清
田区第２包括）

⚫ 介護支援専門員連絡協議会と共催し、ネットワーク構築等を目的に主任介
護支援専門員を対象としたスーパービジョン研修会を実施。（西区包括）

⚫ 自主組織「主任介護支援専門員有志の会」と札幌市介護支援専門員連絡
協議会との協働により、居宅介護支援専門員を対象として、事例検討会や
研修会、座談会等を実施。（手稲区包括）

⚫ 主任介護支援専門員と合同で、経験３年未満の介護支援専門員を対象と
した研修会を開催。主任介護支援専門員が事例提供や経験談を話す等の
シンポジウムの他、グループワークも実施。（北区包括）

結果

⚫ 主任介護支援専門員の連携強化に向けた取組を区の実情に応じて進め
ることにより、地域の介護支援専門員の実践力向上に向けた自主的な活
動にむすびつけることができた。

今後に向けて

⚫ 今後も主任介護支援専門員への支援とネットワーク構築を継続し、主任
介護支援専門員による介護支援専門員の資質向上に資する取組が広が
るように支援を継続する必要がある。
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・ 介護支援専門員が、包括的・継続的ケアマネジメントを実践できるようニーズに基づいた支援を行う。

・ 介護支援専門員の実践力向上に向け、主任介護支援専門員との連携を強化する。



（２）包括的・継続的ケアマネジメント支援の強化②

包括的・継続的ケアマネジメントの環境整備に向けた取組の実施

取組例

⚫ 介護支援専門員からの相談内容等について経年的に分析することにより、
地域の介護支援専門員の実践力向上のための必要な取組について検討、
実践することで、包括的・継続的ケアマネジメントの環境整備を強化するこ
とができた。

結果

⚫ 介護支援専門員から受けた相談内容を経年的に分析し、介護支援専門員
が抱えている課題やニーズを把握。これらを基に介護支援専門員を対象と
して研修等を実施。（全センター）
【把握したニーズや課題（抜粋）】
・社会資源の情報が欲しい、インフォーマルサービスについて知りたい。
・BCPについて他事業所と情報交換したい。
・障がいのサービスについて知りたい。
・精神疾患や複合的な課題を抱える家族への支援に苦慮している。
・民生委員など地域の関係機関と連携を深めたい。

⚫ 把握したニーズについて、介護支援専門員連絡協議会や自主組織「主マ
ネの会」と共有し、地区全体で介護支援専門員のレベルアップを図る取組
を検討する。（清田包括）

⚫ センターにおいて、地域で必要とされるインフォーマルサービスを互助に焦
点を当てて集積し、生活支援コーディネーターと共有。地域における不足
する社会資源について検討。（東区第２包括）

今後に向けて

⚫ 環境整備に向けた取組は継続的に行っていく必要があるため、取組の評
価をしっかり行いながら、今後もより効果的な取組について検討、実行す
る必要がある。

14

介護支援専門員と医療機関の連携強化に向けた取組の実施

取組例

⚫ 認知症専門外来、精神科、訪問診療に特化した医療機関リストを作成し、
居宅支援事業所に配布。（北区包括）

⚫ 介護支援専門員、医師、看護師、MSW、薬剤師等が参加する在宅ケア連
絡会において「外来支援の実情」の講話及び「外来連携あるある」のテー
マでグループワークを実施。（北区・中央区包括）

⚫ 医療機関、介護支援専門員の双方に、連携状況について調査。分析結果
をもとに、「在宅生活を支えるための医療と介護の連携について」をテーマ
に研修会を開催。グループワークも行い、意見交換も実施。（南区包括）

⚫ 日頃から連携することが多い医療機関に協力を依頼し、「医療機関と介護
支援専門員の意見交換会」を開催し、各医療機関からの発表及び質疑応
答、意見交換を実施。（手稲区第１包括）

⚫ 医療機関によって入院の受入れや退院調整の体制が異なるため、セン
ター内で医療機関の入院等の対応情報を整理。必要時に介護支援専門
員に提供して支援。（手稲区第２包括）

今後に向けて

⚫ 介護支援専門員及び医療機関双方のニーズに応じた対応を行うとともに、
取組の評価を継続的に行い、さらなる連携の強化を図る必要がある。

結果

⚫ 医療との連携について困難や不安を感じている介護支援専門員の割合が
減少している。（※介護保険サービス提供事業者調査による）
平成28年度：39.7％→令和元年度：38.2％→令和４年度：32.7％
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（３）自立支援・重度化防止の推進に向けた地域ケア会議の促進①

介護支援専門員等に対する個別地域ケア会議の活用促進

⚫ 主任介護支援専門員を対象に、個別地域ケア会議やアドバイザー活用に
ついて栄養士や歯科衛生士より講義を実施。また、講義の内容について
介護支援専門員向を対象とした広報誌に掲載し、周知を実施。（東区包
括）

⚫ アドバイザー活用事例集を作成し、介護支援専門員に周知することで、ア
ドバイザー活用の視点や効果について啓発を実施。（清田区第２包括）

⚫ 個別地域ケア会議の目的や効果、スケジュール等についてホームページ
に掲載し、開催２週間前に居宅介護支援事業所にメールで案内を実施。
（厚別区包括）

⚫ 介護支援専門員にオブザーバーとして参加していただき、会議の目的や
効果等について啓発を実施。オブザーバーとして参加した介護支援専門
員に対し、事例提供の依頼を行い会議を開催。（南区第１包括）

結果

今後に向けて

⚫ 個別地域ケア会議の回数は増加しているが、会議に参加や事例提供を行う介
護支援専門員は限定的であるため、今後も会議について普及啓発を継続し、
多職種連携による会議の開催を進めていく。

取組例

⚫ 個別地域ケア会議に参加した組織数が増加
（R３年度：1,068件→R４年度：1,412件）

⚫ 関係機関に多く参加していただくことで、支援者のネットワーク体制の構築を
行うことができた。

⚫ 会議に参加した介護支援専門員から、会議におけるアドバイザーからの助
言等を日頃のケアマネジメントに活かすことができると評価をいただいた。

・ 多職種連携による個別地域ケア会議の開催を通じ、自ら自立支援に資するケアマネジメントを実施する。

・ 個別地域ケア会議から地域課題を抽出し、地区地域ケア会議や区地域ケア推進会議につなげる。



（３）自立支援・重度化防止の推進に向けた地域ケア会議の促進②
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自立支援・重度化防止に資する会議の積極的な実施

取組例

⚫ 複数職のアドバイザーを活用する個別地域ケア会議を定例で開催。会
議開催２か月前に事例選定を実施。（厚別区第1包括）

⚫ 会議において自立支援・重度化防止を視覚化し、どこにアプローチする
ことが有効かわかりやすくするように、ICFを活用。（白石区第３包括）

⚫ 介護保険サービス卒業をテーマに事例検討を行い、その中から個別地
域ケア会議の開催が有効な事例がないか検討。（北区第３包括）

⚫ 本人や家族が個別地域ケア会議の開催や参加について理解しやすい
ようにチラシを作成し、活用。（白石区第１包括）

⚫ 介護予防センターと連携し、地域の自主運動サークル参加者の中から、
身体機能が低下している方を抽出し、個別地域ケア会議を開催。アドバ
イザーの理学療法士が身体機能評価と運動方法について指導を実施。
（手稲区第２包括）

⚫ 自立支援・重度化防止を目的とした事例数が増加
（R３年度：128事例→R４年度：227事例）

⚫ 会議に参加した地域包括支援センター職員、介護支援専門員、サービス
事業所がアドバイザーが多職種のアドバイザーより対象者の日常生活の
自立に向けた支援について助言を受けることにより、対象者への効果的
な支援方法について習得し、活かすことができた。

結果

今後に向けて

⚫ 複数職のアドバイザーを活用した会議の開催を拡大し、地域包括支援セ
ンター職員を始め地域の関係機関による自立支援・重度化防止に資する
支援を充実させていく必要がある。

地域づくり・資源開発に向けた事例選定、及び地区・区地域ケア
推進会議、生活支援体制整備事業との連動に向けた取組

取組例

⚫ 個別地域ケア会議から抽出された地域課題について、生活支援コーディ
ネーター、区社会福祉協議会、介護予防センター、区保健福祉課と共有し、
地区地域ケア会議で検討することが効果的かどうかについて検討。（全て
の包括）

⚫ 認知症の進行や閉じこもりの課題を有する事例について個別地域ケア会議
を開催し、民生委員にも参加いただき、地域における見守り支援について
検討。その後、事例の町内会の役員会や民児協定例会で認知症の理解や
見守りをテーマに研修会を実施。地区地域ケア会議においても、町内会や
民生委員等、生活支援コーディネーター等と認知症高齢者の見守り支援に
ついて検討を実施し、地域におけるネットワーク強化につながった。（北区
第１包括）

⚫ ゴミ出しに課題がある事例について個別地域ケア会議を開催し、町内会役
員、生活支援コーディネーター、区社会福祉協議会、介護予防センターとと
もに自立支援に向けて検討。その後、地区地域ケア会議において、ゴミ出し
が大変になってきている方に対する支援体制の構築について、関係機関で
検討を実施。（厚別区第１包括）

⚫ 個別地域ケア会議において抽出された地域課題について、地区地域ケア会
議、区地域ケア推進会議において検討し、地域づくりにつなげることができ
た。

結果

今後に向けて

⚫ 全ての地区において個別地域ケア会議から地域課題を抽出し、地区地域
ケア会議、区地域ケア推進会議と連動して地域づくりや資源開発につなげ
ることができるよう、会議の質を向上させるとともに、生活支援コーディネー
ター等との連携を一層強化する必要がある。



取組例

⚫ 初回作成のケアプランは、担当者会議の前にセンター職員で、一般介護予
防事業やインフォーマルサービス、セルフケアによる自立支援の視点でケ
アプランチェックを実施。（手稲区第１包括）

⚫ 身体機能面より改善終了が見込まれる新規利用者については、支援開始
時より改善終了に向けた見通しをサービス事業所と共有して支援を実施。
（手稲区第２包括）

⚫ 利用者にとっての自立や不足する資源について検討できるようセンター内
で事例検討を実施。半年後を目処に他職員からのアドバイスをもとに行っ
た支援経過の共有を実施。（清田区第２包括）

⚫ 地区連絡会議において、介護予防センター、生活支援コーディネーター、区
社会福祉協議会と社会資源やインフォーマルサービスの最新情報を共有
し、それらの情報を全てのセンター職員が活用できるようデータとして整理。
（豊平区第１包括）

⚫ センター内で「セルフケアを意識した目標設定」をテーマに事例検討会を実
施し、デイサービスの卒業に向けたアプローチ方法や自立支援に向けた支
援についての意見交換を実施。（北区第３包括）

結果

⚫ センター内での取組を行うことにより、自立支援に資するケアマネジメント
力が向上している。

今後に向けて

⚫ 各センターにおいて明らかになった介護予防ケアマネジメントにおける課題
の解決に重点をおき、今後も取組を継続して質の向上を図る必要がある。

介護予防ケアマネジメントの質の向上に向けた取組

取組例

⚫ 介護保険サービスを利用して支援を受けることで生活を送る能力が低下し
てしまわないよう、介護保険サービスの適切な利用方法（介護保険サービス
を利用してできることを増やしていく）について普及啓発することが必要と判
断。地区組織や老人クラブ等に対し、「介護保険の上手な使い方」について、
地区特性も交えて講話し、自分でできることを自分で行うことが大切である
こと等、自立支援に向けて意識の共有を図った。（清田区第１包括）

⚫ 介護保険の適切な利用方法及び区の健康課題（要介護認定の要因となっ
た疾患等）を掲載した資料を元に、民生委員や住民等に対して講話を行い、
自立支援・重度化防止に関する規範的統合を図った。（南区第２包括）

⚫ 介護保険の新規利用の際に、介護保険サービスの適切な利用方法につい
て掲載したパンフレット「介護保険を利用する前に」を用いて、サービス利用
前から自立支援に向けた意識付けを実施。（中央区第２包括）

結果

⚫ 介護予防ケアマネジメントを通じて把握した、介護保険の利用方法につい
ての課題を、地域住民や関係機関と共有し、自立支援に向けた意識の醸
成を図ることができた。

今後に向けて

⚫ 介護予防ケアマネジメントを通じて把握した課題について、関係機関や地
域住民との共有を継続して行い、自立支援に向けたセルフケアの推進につ
いての規範的統合を進めていく必要がある。

地域住民や関係機関との自立支援に向けた課題や意識の共有
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（４）自立支援に資する介護予防ケアマネジメントの実施及び規範的統合

・ 介護予防ケアマネジメントを通じ、自立支援に向けて意識の共有を図る。

・ 介護予防センター等と連携し、地域住民の主体的な介護予防の取組を支援する。



18

６．その他の取組

（１）地域包括支援センターの効率的な運営・機能強化に向けた取組

（２）センターごとに設定した最重点取組項目の取組状況の共有及び表彰

○地域包括支援センターの効率的な運営・機能強化に向けた取組を、センター自ら主体的に進めていくことを目的として、各センター長が３つのグ
ループに分かれて、グループごとに年間を通じて検討、取組を行った。

○運営方針にて、「センター内で協議のうえ当該年度の最重点取組項目を選定すること」としており、各センターが選定した項目の取組状況につい
て、「見える化」を意識した資料を作成。

○各センターの取組状況の共有及びセンター間で評価することによるモチベーションアップを目的として、各センターの投票により選ばれた上位３セ
ンターによる取組の報告を実施。

賞 センター名
運営方針上の
重点取組項目

テーマ 取組概要 資料番号

最優秀 中央区第２
（１）総合相談窓口として
の機能強化及び権利擁
護支援体制の充実

「つながれ！ケアラー支
援の輪！」

地域でのケアラー支援体制の構築に向けて児童・障がい・高齢の各分野
が連携する必要があるため、各分野の関係機関が定期的に情報交換や
研修会を実施できる体制を構築。

資料2-1

優秀 手稲区第１
（１）総合相談窓口として
の機能強化及び権利擁
護支援体制の充実

「精神科病院・障がい支
援事業所と事例検討会
の開催」

行動心理症状や精神症状により支援が困難な事例や複合的な課題を抱
える事例が増加しており、包括だけでの支援には限界があるため、精神
科病院や障がい相談支援事業所と顔の見える関係を作り連携強化するこ
とを目的に事例検討会を共催。

資料2-2

優良 北区第３
（２）包括的・継続的ケア
マネジメント支援の強化

「住民力向へ向けて、民
生委員とタッグを組む」

民生委員と介護支援専門員との連携が十分ではないため、支援が必要な
高齢者の早期発見や重症化防止・自立支援に向けた支援を行うための関
係機関と民生委との連携強化を目的に、事例検討会を実施。

資料2-3

優良 厚別区第１
（１）総合相談窓口として
の機能強化及び権利擁
護支援体制の充実

厚別区騙されないPJ～詐

欺のない地域を目指して
～市内ワースト１からの
脱却

特殊詐欺被害の発生件数は年々増加しており、厚別区は被害数が市内
ワースト１であるため、被害の抑止になる活動として、警察と協働してスー
パーや郵便局等で特殊詐欺被害防止の啓発活動を実施。

資料2-4

【主な取組内容】
➢ 「業務改善グループ」

・地域包括支援センター業務の実態を把握し、業務の効率化に向けての検討を実施
➢ 「地域ケア会議グループ」

・地域ケア会議マニュアルについて、実態に合わせて追加、修正する部分について協議し改訂
➢ 「研修グループ」

・センター職員の資質向上を目指した研修の企画、実施（年３回）


